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大 塚　健 司

はじめに

　経済社会の発展にともない疲弊した河川・湖沼流域の水環境を保全・再生

するためには，水質汚濁物質の発生源対策だけではなく，水源地域や水辺の

自然生態系の修復，さらには社会経済の維持可能性の回復までを視野に入れ

ることが必要であり，それには行政だけではなく，事業者や地域住民の参加

と協働が求められている。

　大塚編［2008］では，中国が直面している水資源・環境問題の解決策を探

るために「流域ガバナンス」という新たな視点を導入し，日本における取り

組み状況をふまえて，その可能性と課題を明らかにした。流域ガバナンス論

は，流域管理論あるいは環境ガバナンス論に比べて新しい分析枠組みである

と同時に，観察事例においても発展途上のプロセスにあるものが多い。それ

ゆえ，現場での実践による試行錯誤の積み重ねと，その実証研究を同時並行

的に進めていくことが求められる。

　本書は，急速な経済社会発展のもとで水環境問題が深刻化している中国に

おいて，とくに近年，環境再生に向けた困難な舵取りを迫られている典型的

な流域―太湖流域を事例に，現地で進行しているさまざまな政策革新や制

度実験に注目し，流域ガバナンスの視点からアプローチしようとする試みで
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ある。すなわち，本書は大塚編［2008］の試論的研究を政策論的研究に発展

させることを意図している。序章では，そのための基本的な概念と枠組みを

提示するとともに，本書の構成と主な論点を提示する。

　第 1節では，前書で提示された流域ガバナンス論について，新たな先行研

究を参照しながら再構成を行い，流域の環境保全・再生をめぐるガバナンス

の基本的な分析枠組みの提示といくつかの事例にみる特徴の指摘を行う。第

2節では，第 1節の議論を念頭に置きながら，中国の水環境問題をめぐるガ

バナンスの課題をふまえて，その改革に向けた制度構築の前提となる諸要因

と関連する取り組み状況について広く俯瞰する。そして第 3節において，太

湖流域を対象として，水環境問題の解決に向けたガバナンスの構築に関する

主な論点を，本書の構成をもとに明らかにする⑴。

第 1節　流域の環境保全・再生とガバナンス

1．統合的水資源管理と流域管理

　水資源の持続可能な利用には，水資源の開発と同時に，開発にともなう量

の不足，質の低下（汚染），流域の自然環境破壊などを防ぎ，景観，歴史・

文化，アメニティといった水と人との関係から生まれる有形無形の多様な公

益的機能を維持するため，水資源の保全を図ることが必要不可欠である。

　水資源の持続可能な利用を実現するにあたり，国際社会において広く普及

している概念が，統合的水資源管理（IWRM）である。世界水パートナーシ

ップ（GWP）によると，IWRMは「水，土地および関連資源の開発管理を相

互に有機的に行い，その結果もたらされる経済・社会的繁栄を，貴重な生態

系の持続可能性を損なうことなく，公平なかたちで最大化する方法」と定義

される（GWP-TAC 2000）。そして，分断されている水資源管理こそが，水資

源管理の失敗の根底にあるとして，自然システムと社会経済システムそれぞ
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れの各要素の統合管理のみならず，両システム間の統合管理が必要とされて

いる。IWRMは，水資源に関するさまざまな側面に配慮した包括的な理念

となっているが，その弱点は，全体的な青写真はなく，その実践は状況次第

であるということにある。現在，多くの国・地域では，それぞれが置かれた

異なる状況のなかで，IWRMをいかに実施に移していくかということに困

難を抱えている。

　これに対して，「水循環・物質循環の空間的単位である流域」の基本特性

をふまえて，「治水や水資源管理において，水を媒介として緊密な関係にあ

る上流と下流を一体として管理することが合理的であるとともに不可欠」と

の認識から実践が行われてきたのが「流域管理」である。しかしながら，

「管理目的と管理主体が限定される」傾向にあることからくるさまざまな問

題点が顕在化し，新たな流域管理のあり方が求められている（谷内［2009: 

3-13］）。

2．水危機の政治経済学

　安全で清浄な飲料水の不足，屎尿・雑排水の未処理による不衛生，洪水や

津波による人命・財産の損害，湿地の縮小や消失，河川の断流，開発による

流域環境の破壊，水汚染による健康被害等，世界各地の水危機の事例は枚挙

にいとまがない。水危機の要因としては，気候，地形，水文その他，自然的

要因だけではなく，土地と水の利用に関するさまざまな人為的要因が重要で

あるとともに，それらを統合すべき管理政策のありようもまた危機の要因と

なる。

　2000年にオランダのハーグで開かれた第 2回世界水フォーラムでまとめら

れた「世界水ビジョン」はその冒頭で，「現在，水は危機に瀕している。し

かしそれは，われわれのニーズを満たすための水が少なすぎるという危機で

はない。水の管理が劣悪であるために，数十億の人々が―そして環境が
―ひどく苦しめられているという危機である」（世界水ビジョン川と水委員
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会編［2001: 59］）と指摘する。また，2006年の『人間開発報告』では，水危

機の要因は，水供給量の不足よりはむしろ，「貧困，格差，不平等な力関係，

水管理政策の欠陥」にあると指摘されている（UNDP［2006: v］）。

　すなわち，水危機に対処するためには，諸要因の有機的かつ調和的な制御

を目的とするシステム工学的アプローチだけではなく，それぞれの地域にお

ける政治・経済・社会過程に切りこんだ洞察が必要不可欠となる。

3．流域ガバナンス

　IWRMの実践的な課題にこたえ，また従来の流域管理の限界を乗り越え

るために有効なアプローチとして提唱されてきたのが「流域ガバナンス」で

ある⑵。

　ここでいう「流域」とは，いわゆる狭義の河川流域だけではなく，土地を

媒介とする水循環系としての集水域や河川・湖沼流域の総称である。流域に

は，河川，湿地，湖沼，ダム，灌漑用水，地下水といった多様な自然・人工

水系と，上流から下流に展開されている水源林，農地，工業用地，都市，海

岸などの多様な土地利用が含まれる⑶。

　また「ガバナンス」は，近年，さまざまな分野で使われている概念である

が，環境政策の分野においては，行政や専門技術者による管理だけではなく，

一般市民を含めた多様な利害関係主体（ステークホルダー）の参加による意

思決定と行動が織りなす，上からの統治と下からの自治を統合するような新

たな仕組み（環境ガバナンス）を含意している⑷。

　すなわち，流域ガバナンスは，これまでの水資源管理の失敗あるいは困難

という現実問題から出発し，以下のように多様な資源，重層性と分断性を特

徴とする空間，そして多様な主体からなる新たな管理の仕組みを模索するア

プローチである。

　まず，流域ガバナンスは，水資源のみならず，流域が抱える多様な資源を

対象とする。そして，流域資源の多くは共有資源（Common-Pool Resource：
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CPR）としての性質を有している点である⑸。こうした性質をもつ共有資源

の持続可能な利用を図るためには，資源システムにおけるフリーライドを回

避し，かつ資源単位の枯渇を招かないようなルールづくりが必要となる。地

域共有資源としての流域資源の利用ルールづくりは，流域ガバナンスの課題

のひとつである。

　また，流域ガバナンスは，流域資源の重層性と分断性を重視する。たとえ

ば水は，森から川を経て海へ流れる過程において，その利用・専有関係が異

なる（秋道［2004: 12-29］）。ここでやっかいなことは，それぞれの流域資源

は必ずしも流域を単位として統合的に管理されているわけではなく，ローカ

ルなレベルでは多様な地域自治組織が，パブリックなレベルでは国家や地方

政府がそれぞれの管轄区域内において管理権限を有していることである。ま

た流域資源管理では，ローカル－パブリック－グローバルといった垂直方向

の重層性だけではなく，ローカル間，パブリック間といった水平方向におけ

る分断性が問題となることが多い。たとえば，同一級の行政管内においても，

多部門に権限が分散・分割されていることから，統合的資源管理が大きな課

題となる。

　さらに，流域ガバナンスは，多様なステークホルダーの参加と協力・連携

（パートナーシップ）を重視する。流域資源の有する多様性，および重層性や

分断性といった性格をふまえると，その持続可能な利用と保全には，多様か

つ多層な利害関係主体が想定される。従来は，行政権力機関が流域管理を担

う専門的技術者集団を機関の内外に抱え，そのネットワークを活用すること

によって効率的な流域管理を行うことができると考えられてきた。しかし，

流域管理の課題が治水や利水から環境保全にシフトし，また流域管理の実践

の重点が行政管理システムの成熟している先進国から，日常の行政管理がま

まならずその能力向上自体が課題となっている途上国に移るにつれて，従来

型の上からの統治を中心とした伝統的なガバナンスの限界が明らかになって

きた。そこで，多様なステークホルダーの参加とパートナーシップを基礎と

する新たなガバナンスのあり方が求められているのである。



8

　ここで，流域ガバナンスを理念的に定義すれば，「ある流域において自然

生態系の保全・再生を図りながら，社会経済の発展を実現するために，政府

各部門および社会各層のステークホルダーが協力・連携し，多層的なパート

ナーシップ形成のもとに行う，多様な流域資源の管理・利用・保全のあり

方」となる。そして，流域の持続可能性を維持・発展するための組織および

制度をどう構築するか，またそうした組織や制度のもとでの水資源・流域管

理に関する取り組みに必要な資金調達と費用負担のメカニズムをどのように

用意するかが重要課題となる。

4．流域ガバナンスの制度設計論

　水環境問題を流域ガバナンスの視点からみると，異なるステークホルダー

の間の合意と協力の問題であり，各ステークホルダー間の合意と協力をどの

ように積み上げていくのかが問われている。すなわち，流域ガバナンスにお

ける実践的な政策論としては，流域の環境保全・再生にかかわる多様な主体

が存在するなかで，各主体が現行制度のもとで期待される役割や制約に留意

しつつ，主体相互の連携・協働をいかに仕掛け，また望ましい制度構築をい

かに進めていくかが重要となる。

　ここで，流域ガバナンスを，流域関係主体による流域資源の共同管理ルー

ル形成の試みととらえるならば，オストロムや井上による共有資源管理に関

する実証研究が参考になる（Ostrom［1990］，オストロム・ウォーカー［2000］，

井上［2009］）。

　オストロムは，囚人のジレンマ論や集合行為論から示唆される共有資源を

めぐる非協力ゲームやフリーライドの問題を超えて，自己組織的かつ自己管

理的な制度構築の可能性を具体的な事例分析から探っている（Ostrom

［1990］）。そして，「市場でもなく国家でもなく」（オストロム・ウォーカー

［2000］），共有資源の利用者みずからによる多様な制度構築の可能性を示し

ている。オストロムは長期にわたる持続的な共有資源管理制度の事例から 8
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つの設計原理を提示している。すなわち①明確に規定された境界，②専有

（appropriation）および供給ルールと地域条件との調和，③集合的選択取り決

め，④監視，⑤段階的制裁，⑥紛争解決メカニズム，⑦組織化する権利の最

小限の承認，⑧多層の組み込まれた事業，である（Ostrom［1990: 90］，オス

トロム・ウォーカー［2000: 59］）⑹。

　また井上［2009］は，外部者とのかかわりを前提とする「協治」⑺という

視点から，オストロムが提示した設計原理を批判的に検討している。すなわ

ち，オストロムをはじめとするアメリカのコモンズ論において提示された設

計原則や条件は，「基本的にはローカル・コモンズを地元の人々が利用し管

理することを前提としたもの」であり，「外部との連携については，入れ子

状の組織，あるいは多層構造をもつ関係性として，その重要性を指摘してい

るにすぎない」としている。そして，アメリカにおけるコモンズ論の成果を

ふまえつつ，「外部との協働を前提とした『協治』の設計指針（＝協治原則）」

として，①住民自治の程度，②資源の境界，③段階的なメンバーシップ，④

応関原則（commitment principle），⑤公正な利益分配，⑥二段階のモニタリン

グ，⑦二段階の制裁，⑧入れ子状の紛争管理メカニズム，⑨行政の変革，⑩

「信頼」の醸成，をあげている。このなかで，⑩については，社会における

信頼や規範の役割を重視する「社会関係資本」（social capital）の議論⑻に触れ

て，「コモンズの利用・管理のための『協治』を新たに生成する際の設計原

則」として組み入れるべき要素であることを強調している。

　以上の議論はいずれも，ガバナンスの重層性を視野に入れつつも，あくま

でローカルなレベルにおける資源管理に焦点をあてたものである。流域ガバ

ナンスは，よりスケールが大きくかつ複雑なシステムを対象としていること

から，リージョナルあるいはグローバルなレベルの環境ガバナンスに関する

議論についても留意する必要がある。

　Dietz, Ostrom and Stern［2003］は，コモンズの管理に関する実証研究の

到達点と問題点について論じるなかで，コモンズの管理には，Hardin［1968］

が「共有地の悲劇」によって主張した私有または国家所有という二者択一に
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よらなくても，多様な仕組みがあることが明らかになってきたとしつつも，

変化が大きい現代社会においてオストロムらが抽出したローカルな条件を見

いだすことはますます困難になってきたとしている。そして，スケールが大

きくかつ複雑なシステムのもとでのコモンズの管理に関する諸問題を「アダ

プティブ・ガバナンス」⑼という観点から検討している。そこでは，複雑な

システムを前提として，①情報をどのように収集，分析，評価，共有してい

くか，②紛争を未然に防ぐための参加の仕組みをどのように担保するか，③

ルール遵守のためのポリシー・ミックス，④物理的，技術的，制度的インフ

ラの整備，⑤変化への適応（順応），などについて広範囲に検討がなされる

ととともに，大きく多層的なレベルでの制度構築問題として，①科学的な検

証にもとづく討議，②ローカルからグローバルなスケールに至る重層的ガバ

ナンス，③多様な制度・手段の組み合わせについて論じている⑽。

　流域ガバナンスの制度設計論を展開するにあたっては，以上のような論点

に留意しつつも，制度設計の主体はあくまで流域関係主体であることから，

問題解決が求められている対象事例の自然的かつ社会的なコンテキストを理

解したうえで，流域関係主体間の対話，合意，協力，協働をいかに促進して

いくかが重要となる。

5．流域の環境保全・再生に向けたガバナンスの胎動

　以下では，先進諸国における流域の環境保全・再生に向けたガバナンスに

関するいくつかの先行研究から，流域ガバナンスの特徴を確認しておきたい。

　第 1に，流域ガバナンスは地域固有の自然生態系や社会経済システムに適

応的・順応的なプロセスであり，多様なかたちで表れているという点である。

それは，流域という複雑な自然－社会の複合的な生態系の管理をめぐる不確

実性や流動性に対応するために必然的な特徴である（Millennium Ecosystem 

Assesment編［2007］，谷内［2009］）。

　ILEC［2005］では，湖沼のもつ 3つの基本特性―すべてを統合する性質，
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長い滞留時間，複雑な応答動態―をふまえた統合的湖沼流域管理（Integrat-

ed Lake Basin Management：ILBM）の必要性が強調されている。また，湖沼流

域管理の組織・体制が効果的に機能するうえで，コミュニティの問題への順

応性や，既存の地方制度や住民組織などを基礎とした組織・体制づくりの重

要性が指摘されている⑾。

　Turner and Otsuka［2005］では，アメリカにおける流域ガバナンスの先進

事例がいくつか取りあげられている。そのなかで，Collier［2005］は，アメ

リカのデラウェア河流域における水資源・環境管理の成功事例から，流域生

態系への適応的アプローチ（adaptive approach）の重要性を指摘している。

Wolf［2005］は，ポトマック流域委員会，サンジョセ・サンタクララの流域

水汚染防止計画，およびチノ流域の地下水管理の事例分析において，水資源

の統合管理のために，機能別専門管理組織（functionally specialized organiza-

tion：FSO）の協業関係など，既存組織・制度の役割と変化に着目すること

の重要性を示唆している。

　さらに畠山・柿澤編著［2006］では，アメリカにおけるエコシステム・マ

ネジメントの発展に注目し，それを「エコシステムを管理ユニットとして選

択しつつ，その計画策定・実施の過程でアダプティブマネジメント・モデル

を用い，さらに多数の利害関係者を手続きに参加させるという過程」である

と定義している。そして，エコシステムの管理単位として「流域」を基礎に

おいた事例としてワシントン州，オレゴン州，マサチューセッツ州等におけ

る取り組みを紹介している⑿。

　また，日本においては，地方自治体による森林・水源環境税の試みのなか

で，神奈川県では県民会議を中心として，不確実性の高い自然を対象とした

事業の実施と評価にあたっては，自然条件の変化や事業の実施による効果へ

の順応的管理が図られていることが注目される（藤田［2008］）。

　第 2に，流域ガバナンスは，流域資源管理に参加する利害関係主体にとっ

て，いかに持続可能な資源利用を図っていくのか，そのための組織，制度，

費用負担ルールをどのようにつくりあげていくのかを相互学習しながら合意
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形成を図るプロセスでもある（Fujita and Otsuka［2008］）。

　たとえば琵琶湖淀川水系では，委員公募による淀川水系流域委員会が設置

され，原則公開で審議が行われるとともに，意見書の作成や議論の集約も委

員によって自主的に行われてきたことは，ダムの建設や琵琶湖の水位操作な

ど，「環境の参入・目的化」にともなう流域管理をめぐる社会的合意形成に

大きな影響を及ぼしてきた（中村［2008］）。

　高知県等における森林環境税の事例では，その実施によって，税を負担す

る県民自身が，税の意義，受益と負担の関係，地方自治のあり方，県民自身

の役割について認識を高める契機となっていると考えられている（藤田

［2008］）。

　ホタテの養殖を中心とする資源管理型漁業の先進地域とされる北海道サロ

マ湖では，近年，上流河川からの土砂や有機物の流入，底質に蓄積された汚

濁物質などによる水質悪化が懸念されるようになり，漁協と行政が中心とな

り，技術的な環境改善策の検討とともに，上流畜産農家や地域住民とのパー

トナーシップを視野に入れた実施体制づくりが模索されている（藤田・大塚

［2006］，Fujita and Otsuka［2006］）。

　また諏訪湖の環境再生に向けた取り組みは，水質の改善・浄化のみならず，

水源林の保全，水辺の生態系の修復，土地利用の見直しなど多岐にわたって

いるが，それは住民，行政がドイツの専門家や行政との経験交流を通して，

試行錯誤するプロセスであった（沖野・花里編［2005］）。そのなかで，沿岸

域の生態系修復が湖沼の水質改善の鍵であることが認識され，水質浄化から

環境再生への目標転換がなされるなかで，「まちづくり」が視野に入ってき

た。そして住民主導の日独環境まちづくりセミナーの試みが，住民，行政，

専門家のパートナーシップによる水辺整備事業のマスタープラン策定へとつ

ながったとされる。すなわち，流域ガバナンスを，流域の環境再生という課

題に焦点をあてて検討するにあたっては，現在行われている取り組みを分散

的で一過性のパイロットプロジェクトにとどめず，持続可能な発展をめざす

地域再生につなげていくことが重要であることが示唆されている。
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第 2節　中国における水環境問題の解決に向けた
ガバナンスの課題

　中国では水汚染問題の深刻化が認識され，政府による対策がとられるよう

になってすでに30年以上の長い年月が経っている。しかしながら，最新の公

式データでみても，水環境改善がままならない現実があり，環境汚染に起因

する突発的な事故も後を絶たない⒀。中国においても「貧困，格差，不平等

な力関係，水管理政策の失敗」（UNDP［2006］）といった社会経済的構造要

因が水危機の背景にある。

　中国において水環境問題の解決が困難となっている要因と構造はどのよう

なものであり，そしてそれら要因を排除し，構造を改革していくためにはど

のような仕組みをつくるべきか。以下では，中国の水環境問題をめぐるガバ

ナンスの課題をふまえて，ガバナンスの再構築・改革に向けた取り組みの状

況を広く俯瞰する。

1．中国の水環境問題をめぐるガバナンスの課題

　中国の水環境問題をめぐるガバナンスの課題は，環境汚染問題全般をめぐ

るガバナンスの課題と不可分な点が少なくない。以下では，流域の環境問題

の事例をあげつつも，両者をとくに分けることなく議論を進めることにす

る⒁。

　第 1に，法の執行問題がある。中国では環境法制度の整備が進む一方で，

「法に依拠せず，規定に従わず，法の執行に厳しくなく，違法を追及せず，

権力で法に代える」という法の執行問題が顕在化し，中央から地方への監督

検査活動が展開されてきた。しかしながら，企業の違法排出行為は繰り返さ

れ，時には大きな被害を伴う環境汚染事故が引き起こされている。法の執行

が徹底されていないことは，水汚染物質の排出削減対策が進まない根本的な
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原因である。その背景要因として，行政によるモニタリングの限界，ペナル

ティの弱さ，「地方保護主義」（後述），遵法意識の欠如などの問題が指摘さ

れる。このような法の執行問題は，汚染防止技術の開発や普及においても一

定の制約となっていると考えられる。他方，2008年に大改正された水汚染防

治法では，水汚染事故による損害賠償額の上限の撤廃，排水基準超過の違法

性や流域開発許可制限措置の規定化，挙証責任の転換原則の導入などが行わ

れており，これらが法の執行問題の改善につながるのかどうか，注目される

ところである⒂。

　第 2に，行政部門間の調整問題である。中国では水汚染対策については，

主に，水汚染防治法によって環境行政（中央は環境保護部）が，水資源管理

については，水法によって水行政（中央は水利部）がそれぞれ主管行政部門

とされているが，たとえば重点河川・湖沼流域の水環境保全など，両方の行

政部門がそれぞれの事業に関与しているのが実態である。しかしながら，

「水汚染問題では，陸は環境行政が，水のなかは水行政が担当するという弊

害」（片岡［2008a］）のために，水質データの統一が（あるいは共有すら）な

されていない。また1980年代に主要河川の水利委員会には，水利部と国家環

境保護（総）局の両方から指導を受ける水資源保護局が設置されたが，水利

部主導下では影響力を発揮できないと1998年に国家環境保護総局（現環境保

護部）は実質的な関与をしなくなったとされる（Wang［2005: 30-31］）⒃。

　図 1と表 1に整理したように，中国の水汚染対策に関する行政は，上下級

の多層な政府構造のなかで，同一級政府において環境行政と水利行政だけで

はなく，実にさまざまな行政部門が関与している。大規模な汚染事故が起き

たときには，党・政府のトップが主導して行政横断的なチームがつくられ，

事故処理にあたるケースがあるものの，一般に，このような行政部門間の調

整問題が，水汚染対策の障害となっている。たとえば，太湖流域においても，

表 2から明らかなように，太湖の管理権限を有する行政部門は多岐にわたり，

同じ行政系統における上下級において垂直方向に分割されているだけではな

く，同一級の異なる行政部門の間（たとえば，水利行政と環境保護行政）で権
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限が水平方向に分割されており，管理項目によっては権限の分割が垂直にも

水平にも及んでいるものがある。そして，太湖の管理には，「越権，誤権，

欠権」（付与された権限を越える，付与された権限を誤って行使する，付与されて

しかるべき権限が付与されない）現象がしばしばみられ，その原因として，①

法律法規の衝突，交差，不完全，②湖沼保護・管理における職権区分が不適

当で，部門職能の定義が不正確，③部門利益の存在，などが指摘されている

（黄等［2008: 138-143］）。

　第 3に，資金調達問題である。水汚染対策に関する重点河川流域の第10次

5カ年計画において，未着工の事業が 1～ 2割，さらに投資計画の実績では

（出所）王等［2003: 14］図 2 - 1をもとに筆者作成。
（注）実線の矢印は上級政府から下級政府への指令，実線（矢無し）は同一行政府に所属する部局，
点線の矢印は同系統部局における業務指導，点線の両矢印は同一行政府内の部局間での相互調
整を，それぞれ指す。

図 1　中国の環境政策に関する行政システム

国務院

環境保護部 関係部・委員会・局

省級政府

環境保護庁（局） 関係庁・局

地区・市級政府

環境保護局 関係局

県級政府

環境保護局 関係局

郷鎮政府

環境保護担当部門 関係部門
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表 1　中国の水資源・環境行政

水汚染対策 水資源管理
環境 水汚染防治関連規劃・政策・法規・

規章・基準の制定，統一監督執行，
水質・水汚染源モニタリングおよび
関係情報の公開，排汚費徴収，汚水
処理場費用徴収政策の制定

水資源保護関連政策の制定への参加，
水資源保護規劃編制への参加，水利プ
ロジェクトの環境影響評価報告書の審
査

水利 水域汚染許容量の審査確定，排水総
量規制への意見提出

水資源統一管理，水資源保護規劃の制
定，河川湖沼水量・水質のモニタリン
グ，国家水資源公報の発布，取水許可
制度・水資源費徴収制度の実施，水量
分配，プロジェクト給水，重要水利工
程の組織・管理，節水政策，節約用水
規劃の編制，関係基準の制定，節約用
水事業の組織・指導・監督

建設 都市汚水管網に入った工業汚水の監
督管理，都市汚水処理場の規劃・建
設・運営管理

飲用水管理，需要取水許可証，都市用
水，都市給水，都市節約水管理，都市
水務管理

農業 農業面源汚染抑制 農業水源地保護，農業用水取水管理，
農業用水・農業節水

国土資源 海洋水環境保護 地下水資源管理
林業 生態用水保護 林業水源涵養林地保護，林業節約用水
交通 水運環境管理，水運汚染抑制 ―
経済 水汚染防治産業政策，水汚染関連ク

リーナープロダクション政策法規制
定とその実施監督

工業用水取水管理，工業用水定量基準
制定，工業節水管理

財政 排汚費徴収政策と資金管理への参加，
汚水処理場費用徴収政策制定への参
加

水資源費徴収基準・水価政策の制定

物価 排汚費徴収基準政策の制定，汚水処
理場費用徴収基準政策の制定

水価政策の制定あるいは参加

計画衛生 流域水汚染防治計画の策定，生活飲
用水源水質基準制定，水汚染関連疾
病調査

―

（出所）王等［2003: 16］表 2 - 1に加筆。
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表 2　太湖に関する行政管理の権限配分

管理内容 管理部門 権限配分軸
汚染排出規制 ①太湖水汚染防治委員会，江蘇省環境保護庁（主管

部門）， 3市環境保護局， 3市管轄県（市）環境保
護局
②船舶汚染排出規制― 3市地方海事局

垂直・水平

汚染排出容量管理 ①水利部太湖流域管理局：水域汚染排出容量能力の
審査確定，排出総量規制に意見を提出
②江蘇省環境保護庁：太湖流入河川汚染物質総量規
制指標

水平

湖沼排出口設置管理 水利部太湖流域管理局，江蘇省水利庁， 3市水利局 垂直
漁業漁政管理 江蘇省海洋・漁業局太湖漁業管理委員会 ―
取水管理 水利部太湖流域管理局（日取水量 5万 m3以上，農

業 8万6400m3以上），江蘇省 3市水利局
水平

水上交通管理 3市海事局， 3市航道管理部門 水平
湖灘資源利用管理 3市国土局 ―
洪水防止調整 水利部太湖流域管理局，江蘇省水利庁， 3市水利局 垂直
土砂採取管理 水利部太湖流域管理局， 3市水利局 垂直
渉湖建設プロジェク
ト審査・許可

水利部太湖流域管理局，江蘇省水利庁，江蘇省環境
保護庁， 3市環境保護局

垂直

飲用水源保護 3市水利局， 3市環境保護局， 3市管轄県（市）環
境保護局

水平

観光資源開発利用 江蘇省建設用太湖風景区建設弁公室，江蘇省水利庁 水平
湖沼湿地保護 江蘇省林業局， 3市農林局 垂直
水利工程建設 水利庁太湖水利工程管理処， 3市水利局， 3市管轄

県（市）水利局等
垂直

湖沼内土砂採取管理 3市水利局， 3市国土局 水平

（出所）黄等［2008: 140-141］表11- 1を一部修正。
（注）「 3市」とは蘇州市，無錫市，常州市を指す。また権限配分軸の「垂直」は，同じ行政系統
における異なる階層間の関係を，他方「水平」は同じ行政等級間における異なる行政部門間の
関係を指す。

4割から 6割の流域もみられた。たとえば，淮河流域の水汚染対策に関する

第10次 5カ年計画では，計画投資額256億元のうち，108億元（42％）が国家

プロジェクト（南水北調東線ルート建設プロジェクト）に組み入れられたが，

残り148億元（58％）は地方 4省が調達しなければならなかった。その前の
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第 9次 5カ年計画では93％が地方負担であったことからすると，国による手

当てが厚くなっており，さらに第11次 5カ年計画では，省エネ・排出削減の

ために設けられた特別基金や内需拡大政策により，国家財政による省エネ・

環境保護投資の増大が図られているが，地方負担分がなくなったわけではな

い。また，全国で都市汚水処理場の建設が進められているが，多くの地域で

住民や事業所から徴収する汚水処理費が低く抑えられており，そのためフル

コストカバーの料金設定となっていない。最近では民間資金の活用がうたわ

れているものの，現在，民間からの資金調達は，短期的なものが中心である

ことから，長期的には，資金調達の不足が懸念されている。

　他方で，流域の資源・環境管理における費用負担の新しいメカニズムとし

て，生態補償（ecological compensation）あるいは生態環境サービス対価支払

（payment for environmental and ecosystem service）が，中国のいくつかの地域に

おいて導入が図られている。たとえば，太湖流域の南部に位置する浙江省徳

清県では，2005年から，西部にある水源地域であり，かつ経済的条件が県内

でもっとも劣る西部の郷鎮に対して，県財政の一部を特別基金に積み立てて，

その基金を水源地域の郷鎮における生態公益林の管理や生活ごみ処理その他

の環境インフラ整備，環境政策によって閉鎖または移転させられた企業への

補償などにあてるとともに，郷鎮幹部の人事考課の指標において企業誘致な

どの経済指標の比重を下げて，生態環境保護指標の比重を上げ，県財政から

郷鎮職員の人件費の補塡を行っているという（趙［2009: 21-23］）。

　第 4に，社会運動への制約である。中国では，共産党による一党支配体制

を維持することを至上命題として，社会秩序の安定を大きく脅かすような

人々からの異議申し立てについては，行政，マスメディア，職場組織，コミ

ュニティ組織等，あらゆるルートを通して封じ込めが行われている。近年は，

都市，農村各地で土地収用や環境汚染被害をめぐる集団抗議運動が発生して

いるが，「成功例」は少なく，運動の「扇動者」が刑事拘留となることも少

なくない。また，各地で環境 NGOが活動しているが，民主化や民族問題な

どの政治的タブーに触れないなど慎重な運営が必要である。めざましい経済
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成長による中間層の拡大，他方で貧富の差の拡大などによって，人々の権利

意識が高まりつつあるが，政治的民主化については依然として党・政府は慎

重姿勢を崩していない。

　第 5に，ローカル・ガバナンスが抱える問題である。中国の地方レベルに

おける環境政策の実施過程において，環境行政部門の権限と役割は限定され

ており，むしろ地方行政府の権限と役割が大きい（片岡［1997］）。そして，

規制執行の最前線にたたされる地方の環境保護局は人事と財政を地方人民政

府に大きく依存し，被規制企業に関する情報についても多くは同政府内の財

政経済部門に依存せざるをえないため，地方政府内の協調関係を崩すような

厳しい規制執行は難しいケースがみられる（Sinkule and Ortolano［1995］）。

　そのうえ，中国の中央と地方の関係はしばしば「上に政策あれば，下に対

策あり」と揶揄されているとおり（天児［2000］），本来ならば地方政府は

「地方国家機関」（地方自治体ではないことに注意）として中央政府の政策に従

わなければならないにもかかわらず，地方本位の利益を優先した行動をとる

ことが少なくないことである（これを「地方主義」または「地方保護主義」と

いう）⒄。しかも，現代中国の地方政府は，民衆ではなく，経済発展を是とす

る上級権力による成績評価に拘束されており，企業と利益同盟関係（政経一

体化）にある（張［2008］）。

　こうした中国の経済発展を基層で支える政治経済構造が，地方政府の開発

主義を引き起こし，環境政策への消極的な態度につながっていると考えられ

る現象が各地でみられる。たとえば汚染企業を主要な財源としている場合，

地方政府は，その企業に対する厳しい態度をとることができなかったり，逆

に汚染企業を「保護」しようとしたりするのである。

　近年では，土地収用や環境汚染被害をめぐって都市・農村各地で住民によ

る集団抗議運動が散発しており，なかには開発政策の転換につながった事例

もみられる。しかし，多くは社会秩序の安定を優先する地方当局による鎮圧

や取り締まりにあうか，時には双方の集団衝突が大規模な暴動に発展するこ

ともある。これは政経一体化システムのもと，また政治的民主化の展望もな
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い閉塞状況のなかで，追い込まれた住民が，やむにやまれず直接行動にうっ

てでていると考えられる。

2．新たな政策手段・理念の導入

　以上のようなガバナンスの課題は，多かれ少なかれ，中国の政府関係者や

研究者の間で共有されてきている。そうした問題を克服するために，国際協

力，国際協調，あるいは諸外国からの学習を通した，新たな政策手段の導入

が盛んに行われている。

　環境問題は，いうまでもなく各国の国内問題だけにとどまらない。酸性雨

や有害廃棄物などの越境汚染問題に対しては二国間ないしは多国間の枠組み

での取り組みが必要である。さらに，1972年にストックホルムで開催された

国連人間環境会議，1992年に開催されたリオ・サミット（国連環境開発会議），

また最近では温室効果ガスの排出削減をめぐる一連の国際交渉などにみられ

るように，グローバルな政治課題として各国が取り組みを迫られる。そのな

かで，環境問題を解決するための手段やそれを支える規範が，越境し，グロ

ーバル化している（イェニケ［2000］，Weidner and Janicke eds.［2002］，寺尾・

大塚編［2005］）。

　風間［2008］は，ガバナンスの時代状況のなかで，環境政策分野を中心に，

規制を核とした政府の政策手法が新しい政策手法に展開し，それが国家の枠

を超えて越境し，「政策移転」するプロセスを主に EUにおける事象につい

て検討している。そして，政策手法が移転・学習されるなかで，政策の根底

にある価値や原則もまた，国境を越えて共有されつつあると指摘している。

　中国においても先にあげた事例のうち，水汚染防治法改正において挙証責

任の転換原則が導入されたのは，日本の環境法学界や弁護士との交流による

ところが大きく，また生態補償についても世界銀行と国家環境保護総局との

国際シンポジウムなどを通して国際的な経験について学習する機会を得てい

る⒅。
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　また，現在国際的な焦点となり，その効果をめぐって先進諸国のなかでも

依然として論争がある排出権取引（排出量取引，排出枠取引，排出取引等）が，

中国においても，大気汚染や水汚染物質の総量規制をより費用効率的に実現

しうる新たな政策手段として注目され，すでに一部の地域で試行がなされて

いる。2008年11月には，南京大学において，排出権取引に関する国際ワーク

ショップが盛大に行われた（王・畢主編［2009］）。そこではアメリカの SO2

や水質汚濁物質をめぐる排出権取引の制度設計やその効果と課題についての

報告に加えて，中国における SO2排出権取引の試行や COD排出権取引の制

度設計状況に関する報告がなされ，活発な議論が行われた。そのなかで，中

国において排出権取引を実効性のある環境政策手段とするうえで，多くの問

題点を抱えていることも明らかになった。

　そして，風間［2008］が指摘するように，越境するのは，技術，制度，手

法だけではない。とりわけ環境政策における「公衆参加」は，いまやグロー

バルな規範となっている。その規範を広く普及させる契機となったのが，

1992年に国連環境開発会議において採択されたリオ宣言第10原則や，1998年

に国連欧州経済委員会において採択され，2001年から発効した「開かれた地

域条約」であるオーフス条約である。

　共産党の一党支配による社会主義体制を維持している中国においても，こ

のグローバルな規範が，専門家の間で共有されつつある。たとえば，中国政

法大学公害被害者法律援助センター長を務める王燦発教授は，中国の環境保

護における公衆参加の立法状況を論じるなかで，リオ宣言第10原則やオーフ

ス条約などの検討をふまえて，情報公開制度，意見聴取制度，監督と救済制

度，責任追及制度が最低限必要であると主張している（王［2008］）。また，

2006年 8月に同センターとアメリカの NGO，天然資源保護評議会（NRDC）

が合同で北京で開催した「公衆参加環境保護弁法」草案のワークショップに

おいて，国家環境保護総局政策法規司の別涛は，「環境民主」の重要性を指

摘している⒆。この「環境民主」は，オーフス条約の合意形成・普及過程に

おいて提起された Environmental Democracy（環境民主主義）の中国語訳であ
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ると考えられる。

　しかしながら，先進諸国で有用とされる政策手段やグローバルな規範とな

りつつあるような政策理念が，政治・経済・社会的条件等の異なる中国にお

いてそのまま問題解決につながる有効なツールとなるとは限らない。中国に

おける流域の水環境問題をめぐるガバナンスの改革を模索するにあたっては，

中国で導入が進められている新たな政策手段や政策理念について，その活用

に関する豊富な経験を有する先進諸国における事例についても，ガバナンス

論の観点から再検討を行い，その成功と失敗をめぐる課題・教訓の抽出が必

要である。

3．ローカル・ガバナンスの改革

　ローカル・ガバナンスが抱える問題についても，中央政府も決して無関心

ではなかった。たとえば，中央関係機関による地方環境政策への監督検査活

動は環境法・行政システムの整備とともに発展し，現在に至るまで継続され

ている。さらに，環境政策における「情報公開と公衆参加」の促進が，規制

を中心とする環境政策を補完し，実効性を高めることが期待されており，

2006年に「環境影響評価における公衆参加の暫定弁法」が発布・施行され，

2007年に「環境信息公開弁法（試行）」（環境情報公開弁法）が発布，翌年施行

された。また，法制度の整備に先立ち，大気汚染指数等の公表や企業環境対

策情報公開制度，などが実施されてきた。最近では，政府，企業，住民らの

対話を促進するための円卓会議の試みも江蘇省で行われている（後述）。

　さらに注目すべきは，NGOに代表される新たなアクターによる活動であ

る。近年，さまざまな環境保全活動に取り組む NGOが結成され，「自然の

友」らの主導による環境影響評価の公聴会への参加，「中国政法大学公害被

害者法律援助センター」による環境汚染被害救済の支援，「グリーン・ウォ

ーターシェッド」を中心とする NGOとジャーナリストの連携によるダム建

設反対運動，「環境と公衆研究センター」による環境法規違反企業リストの
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公表など，注目すべき取り組みがみられる。2007年に公表された OECDに

よる中国環境パフォーマンス・レビューでは，台頭する環境 NGOの動向を，

“environmental democracy”（環境民主主義）の発現として評価している

（OECD［2007: 240-252］）。社会主義を掲げる中国であるが，グローバルな環

境民主主義の潮流にのって，環境政策をめぐるローカル・ガバナンスの改革

に取り組もうとする機運が生まれつつある。

4．中国の水環境問題の解決に向けた流域ガバナンス

　先述したように，日本において流域ガバナンスは，権力機関とそれを支え

る専門的技術者集団による垂直的ガバナンスから，多様なステークホルダー

の参加と多層なパートナーシップをもとにした水平的ガバナンスへの移行と

いう，「分権と参加」の時代を特徴づける新たな仕組みとして登場している。

　中国においても，政府主導の流域管理から多様なステークホルダーの参加

による流域ガバナンスが求められているものの，中国における流域は，日本

や他の先進諸国以上に，その空間のもつ政治性に十分に留意する必要がある。

流域は，上からの統治，地域間の権限の分散（分断），そして下からの参加

を制約する諸制度からなる重層的な政治空間でもある⒇。中国における流域

の環境再生に向けて，政府，企業，住民等，異なる立場とインセンティブを

もつステークホルダー間の利害調整と合意形成をもとにしたルールを構築す

るにあたっては，階層が多く，関係する主体が多数に及ぶだけではなく，中

央地方関係が複雑で，地方政府に経済成長志向が強いうえに，民主的な諸制

度が十分整備されていないという諸条件を考慮に入れなければならない。

　中国における水環境問題の解決に向けた流域ガバナンスの制度構築は，上

からの統治システムの改革，下からの自発的な制度構築，そして地域間の交

渉・調整・協力といった異なるベクトルが相互作用を繰り返しながら変容し

ていく，複雑でダイナミックなプロセスとしてみていく必要がある。
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第 3節　太湖流域の環境保全・再生に向けたガバナンスの論
点―本書の構成から

　本書の主な研究対象である太湖流域は，中国において典型的な水汚染の深

刻な湖沼流域である。太湖流域の水環境問題はすでに自然環境や地域社会の

破壊・疲弊を招いており，いかに流域の環境再生を図っていくかが焦点とな

っている21。とりわけ，2007年初夏にはアオコの異常増殖にともない太湖を

水源としていた無錫市で上水供給が一時停止するという事件が起きたことを

契機に，国，江蘇省，無錫市等の各級政府において同流域の水環境政策が急

展開している。なかでも同流域面積の大半を抱える江蘇省では，深刻化する

環境汚染問題への危機感や省内外からの圧力を受け，環境政策に関する規制

強化に加えて，さまざまな政策改革の取り組みが行われている。本書はこの

ような政策動向について流域ガバナンスの視点から切り込み，制度構築に向

けた課題を検討することを目的としている。具体的には，水環境保全計画，

地方政策，コミュニティにおける参加の各局面の展開過程を明らかにすると

ともに，経済的手法を中心とする政策手段や参加の法制度に関する先進諸国

の経験の再検討をふまえて，太湖流域における制度構築に向けた課題を展望

する。

　まず，第 1～ 2章では，国レベルにおける水環境保全計画と地方レベルに

おける政策改革のイニシアティブについて，現地調査や文献調査をもとに，

展開のプロセスを追いながら，内在する課題を明らかにする。

　太湖は1996年から始まった第 9次 5カ年計画において，「三河三湖」（淮河，

海河，遼河，太湖，巣湖，滇池）のひとつとして水汚染対策の国家重点水域に

指定され，以降，発生源対策をはじめとするさまざまな流域環境保全事業が

実施されてきた。それにもかかわらず，富栄養化の進行は止まらず，2007年

にはアオコの異常増殖により，無錫市の給水が一時停止するという危機的状

況を招いた。第 1章では，太湖の水環境の変遷と水環境劣化に対応するため
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に策定された 5カ年計画の変遷を丹念に検討することにより，太湖流域の水

環境保全計画の特徴と課題を明らかにし，ガバナンスの焦点化を検証する。

　また，太湖流域は，管轄する政府の階層をみると，中央以下，地方レベル

では，省，市，区・県，郷・鎮，そして末端自治組織である社区・村と深い

多層構造をなしている。しかも，前述の通り，各階層において太湖流域の水

環境問題に関係する行政機関が複数存在することから，流域ガバナンスを実

現することは困難な状況にある。そうしたなか，2007年の水危機を契機にし

て，江蘇省と無錫市による太湖流域の環境保全・再生に向けた経済的手段を

取り入れた制度実験や組織改革が行われていることが注目される。第 2章で

は，2007年以降の太湖流域水環境政策における地方イニシアティブの現状と

課題について，中央の動向との関連をふまえて明らかにする。

　続く第 3章では，太湖流域において地方イニシアティブのもとで試行が行

われている新たな経済的手法である COD排出権取引に注目して，水環境保

全のための政策手段とガバナンスの観点から考察を行う。水にかかわる経済

的手法は，先進諸国においても多様であり，地域固有性を有するが，その導

入目的，制度設計，合意形成過程，そして環境改善効果を検討することは中

国における経済的手法を検討するうえで重要な作業となる。また，中国では

規制的手法に加えて，排出課徴金（排汚費）制度という経済的手法が早くか

ら導入されており，新たな手法を既存の手法といかに整合・統合させるかに

ついても重要な論点である。実効性を持つ環境政策を実施するためには，有

効な政策手段を検討することのみならず，政策領域間の調整や統合が求めら

れる。また実効性のある公平で効率的な制度設計を考える際には，関係主体

の積極的参加や情報公開などのガバナンスの視点が欠かせない。このような

視点から先進諸国における経済的手法の経験を再検討することを通して，中

国太湖流域における制度構築のあり方を展望する。

　第 4章では，ローカル・ガバナンスの改革に焦点をあてて，アジア経済研

究所と南京大学環境学院環境管理・政策研究センターが共同で太湖流域にお

ける情報公開と公衆参加の社会実験として 2年にわたり実施してきたコミュ
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ニティ円卓会議の試みについて，インタビューと質問票調査をもとに初歩的

な分析を行う。前章までが中央・地方政府の施策を中心としたガバナンスの

検討であるのに対して，ここでは住民，企業，政府の対話を軸としたガバナ

ンスの検討を行う。中国では社会運動への制約やローカル・ガバナンスが抱

える問題構造のなかで，地域住民は環境問題の解決において受動的な主体で

しかなかった。太湖流域では NGOの活動もまた活発ではないことから22，

地域住民の参加をいかに促進し，保障するかが，ローカル・ガバナンスの改

革の焦点となる。

　第 5章では，前章におけるコミュニティ円卓会議の検討を受けて，環境保

全・再生における住民参加の可能性を論じる。環境保全における参加に関す

る制度は，世界共通の課題であると同時に，各国の歴史の延長線上に形成さ

れるものである。また湖沼流域の環境保全と再生への住民参加には，行政の

政策や計画の決定から，流域の水環境に影響を与えるおそれのある許可行為

まで，さまざまな段階での参加が問題となる。ここでは，日本における法制

度の現状と国際的諸原則の確認，さらには政策や計画の決定・実施過程にお

ける各段階へのステークホルダーの参加の諸類型について整理を行い，日本

における具体的な事例をふまえつつ，太湖流域における住民参加のための制

度構築の可能性を探る。環境保全・再生にかかわるステークホルダーのなか

でも地域住民の役割は重要でありながら，中国では受動的な役割しか期待さ

れてこなかった。この状況を変えるために行われたコミュニティ円卓会議の

試みの現段階を評価し，次の取り組みにつなげていくために何をなすべきか

について，本章では住民参加に関する論点整理と日本の経験の再検討から示

唆を得ようとする。

　最後に，終章では，本書のまとめをふまえて，太湖流域の環境保全・再生

のためのガバナンスの制度構築に向けた課題を明らかにする。

〔注〕
⑴　以下，流域ガバナンス論は大塚編［2008］序章，大塚・藤田［2008，2009］
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および研究会での議論等をふまえて加筆・修正・再構成した。
⑵　水資源管理や流域管理をめぐる新しいガバナンス論の試みとして，仁連
［2006］，蔵治編［2008］，和田監修・谷内ほか編［2009］，流域政策研究フォ
ーラム［2008］などがある。また，京都大学フィールド科学教育研究センタ
ー編［2007］は「森里海連環学」を提唱している。
⑶　本書において，「集水域」は自然環境の特徴にもとづく地域概念であるのに
対して，「流域」は自然環境だけではなく人間社会の営みによって特徴づけら
れる地域概念ととらえて，用いることにする。
⑷　松下［2006］は環境ガバナンスを定義するにあたり，「伝統的ガバナンス」
と「現代的ガバナンス」という対立概念を提示している。すなわち，前者は
政府による統治が中心で，法にもとづき指令・統制できる合法化された権力
を根拠とするのに対して，後者は上からの統治と下からの自治を統合する概
念であり，市民，企業，専門家，自治体，政府などの関係主体が一定の目的
に向かって，それぞれの多様性と多元性を生かしながら積極的に関与するこ
とが奨励されていること，各主体は必ずしも法的な権力にもとづくのではな
く，みずからが重視する公共的利益の観点から，主体的かつ自主的に意思決
定や合意形成に関与していくものとしている。そして環境ガバナンスは，
現代的ガバナンスの性格をもつものとされている。そのほか，これまでのガ
バナンス論をふまえた環境ガバナンスの議論をまとめたものとして松下編著
［2007］なども参照。
⑸　ここでいう共有資源とは，「その利用により便益を得ることから潜在的受益
者を排除することにコストのかかる（しかし不可能ではない）ほど十分に大
きい自然的あるいは人工的な資源システム」である（Ostrom［1990: 30］）。そ
して共有資源は，非排除性という公共財の性質をもつ資源システムと，競合
性・控除性という私的財の性質をもつ資源単位からなる準公共財である。た
とえば資源システムとしては，河川，湖沼，地下水，灌漑用水，海洋，漁場，
牧草地，森林など自然的あるいは半自然的な資源や，橋梁や道路などの人工
構造物があげられる。他方，資源単位としては，水系から採取される水資源，
漁場で採取される魚介類，牧草地で養われる家畜，森林から伐採される木材
などがあげられる。
⑹　 8つの設計原理のそれぞれの説明は以下の通り（オストロム／ウォーカー
［2000: 59，表 3 - 1］）。① CPRから資源単位を引き出す権利をもつ個人もし
くは家計と CPRそれ自体の境界が明確に規定されている，②時間，場所，技
術および／あるいは資源単位の量を制限する専有ルールが，地域的条件およ
び労働，原材料および／あるいは資金を必要とする供給ルールと関連づけら
れている，③運用ルールによって影響を受ける大部分の個人は，運用ルール
を修正することに参加できる，④ CPR条件と専有者行動を積極的に検査する
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監視者は，専有者に対して責任があり，また／あるいは専有者自身でもある，
⑤運用ルールを侵害する占有者は（重大性と違反性に応じて）他の専有者か
ら，これらの専有者に責任をもつ当局から，あるいは両者から段階的制裁を
受けることになるであろう，⑥専有者と彼らの当局者は，専有者間もしくは
専有者と当局者との間の紛争を解決するために，安い費用で，地方領域に迅
速な接近をする，⑦みずからの制度を構築する専有者の権利は，外部の政府
当局によって異議を申し立てられることはない，⑧専有，供給，監視，強制，
紛争解決および統御活動は，多層の組み込まれた事業において組織化される。
なお，オストロムの一連の議論については，森脇［2000］や小野［2001］も
参照。
⑺　「協治」とは「中央政府，地方自治体，住民，企業，NGO/NPO，地球市民
など様々な主体（利害関係者）が協働して資源管理をおこなう仕組み」と定
義される（井上［2009: 4］）。

⑻　社会関係資本の議論については，たとえば，持続可能な発展との関連では
諸富［2003］を，流域ガバナンスとの関連では大野［2007］などを参照。

⑼　ここで「アダプティブ・ガバナンス」は，「アダプティブ・マネジメント」
（後述）に比べて，管理の困難さ，不安定性，多様性，紛争調停といったガバ
ナンスが含意する側面を重視した概念であるとされている。
⑽　重層的ガバナンスの諸問題については，オラン・ヤングらによる国際環境
ガバナンスにおける異なる階層間の制度の相互作用（institutional interplay）
に関する一連の研究（Young［2002］，ヤング［2008］）を参照。
⑾　これは，地球環境基金（Global Environmental Facility：GEF）のプロジェ
クトとして，世界銀行，UNDP，UNEP，滋賀県，USAID，国際湖沼環境委
員会（International Lake Environment Committee：ILEC），ラムサール条約事
務局，LakeNetが共同で実施した湖沼流域管理イニシアティブ（Lake Basin 

Management Initiative：LBMI）の成果である。対象となった28湖沼のうち，
4湖沼が高所得国から， 7湖沼が移行経済国から，17湖沼が開発途上国から
選定されている。これら28湖沼の事例分析から得られる教訓として，①流域
への焦点，②長期的・順応的アプローチ，③湖沼流域管理のメインストリー
ム化，④セクター間および行政組織間の協調，⑤グッド・ガバナンスと持続
的な投資の促進，⑥ステークホルダーの参加，⑦パートナーシップの促進の
重要性が指摘されている。

⑿　アメリカにおける適応的管理の事例を取りあげた日本における先行研究論
文として，ほかに仲上・仁連［2002］も参照。

⒀　中国の水環境問題の現状については大塚［2010］，中尾ほか編［2009］など
を参照。

⒁　以下については，大塚［2002，2005，2008a，2008b，2008c，2010］，大塚
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編［2008］を参照。
⒂　水汚染防治法の改正については，片岡［2008b，2010］に詳しい。
⒃　王等［2003: 18-19］によると，中央機構編制委員会弁公室は，むしろ国家
環境保護総局により流域の環境保護を行うよう提言したとされる。
⒄　この地方主義は，改革開放以降の中国において，「中央政府から地方政府
へ」とともに，「政府部門から企業部門へ」と向かう二重の分権化の過程のな
かで，「集権化された体制下の下で地方への権限の分散が起こった状況」が
引き起こしたものとされる（内藤［2004］）。このなかで，「公（地方政府）と
企業の癒着関係を支持する特権階級」や「腐敗や不公平の構造」が生み出さ
れる。また，地方レベルでの経済発展の制度分析を行ったオイは，改革期中
国の工業化に成功した農村にみられる政府と企業の融合形態を“local state 

corporatism”と称し，改革開放以降の分権的な経済発展の過程で，予算制約
に直面した地方政府みずからが企業を起こし，その収益を財源としていると
指摘している（Oi［1992］）。また，加藤［2008］は，地方主導型の発展パタ
ーンについて，「これまでの成功体験と経済成長至上主義的な政策運営はすぐ
に変更できない」として，粗放型の従来の発展パターンからの修正を余儀な
くされているものの，そこから抜けだすことは容易ではないと指摘している。

⒅　たとえば，環境被害救済をめぐる日中国際交流については相川・大塚［2009］
を，生態補償については，王・庄編［2006］などを参照。
⒆　「環境民主：推動公衆全面参与環保―《公衆参与環境保護弁法》草案研討
会実録」（中国政法大学公害被害者法律援助センターウェブサイト http://www.

clapv.org最新動態2006年，2009年11月18日アクセス）。
⒇　ガバナンスの政治的側面については，飯尾［2009: 27］の以下の洞察が示唆
に富む。「ガバナンスという言葉を使えば，政治が本質的にもつ難しさを回避
できるわけではない。ガバナンスといった言葉を使うときに，伝統的な主権
国家体制との関係を，意識的に考えていかなければ，政治の本質を避けつつ，
実現可能性のない議論を繰り広げる恐れすらあろう。」
21　江蘇省の染色工場の排水による浙江省嘉興市への汚染被害が15～80万人規
模で起こっており，癌や子供の知的障害などが発生しているとの報告もある
（趙［2009］）。
22　第 1章で取りあげる国の水環境総合治理総体方案の対象地域では，かろう
じて生態農業プロジェクトを実践する上海の NGO「グリーン・オアシス」の
活動が射程に入る。また，かつて一民間人が「太湖衛士」と名乗り，宜興市
で汚染企業の告発活動等を行い，国内外のメディアから注目されていたが，
文書偽証や恐喝などの軽犯罪を理由に2007年，現地の警察当局に逮捕された。
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